
名古屋市では、交通安全対策基本法（昭和 45 年法律第 110 号）第 26 条第 1 項に基

づき、市長の附属機関として設置しております名古屋市交通安全対策会議において、第 10

次名古屋市交通安全計画（計画期間：平成 28 年度から令和 2 年度）を策定し、様々な交

通安全施策を展開してまいりました。 

今回、名古屋市交通安全対策会議において、令和３年度から令和７年度までを計画期間

とする、第 1１次名古屋市交通安全計画を策定いたしました。

令和３年８月 名古屋市交通安全対策会議 

【基本理念】 

【目  標】 

計画の基本理念と目標

令和 7 年までに、交通事故による年間の 24 時間死者数を 30 人未満とするこ

とを目指す。 

令和 7 年までに、年間の重傷者数を 1４0 人未満とすることを目指す。

～ 交通事故のない社会を目指して ～ 

市民一人ひとりが「安心して安全に暮らせるまち」を実現するためには、交通

安全の確保が重要である。 

人命尊重の理念に基づき、また交通事故がもたらす大きな社会的・経済的損失

をも勘案して、究極的には、交通事故のない社会を目指す。

令和 3 年度から令和 7 年度までの５カ年間

本市の区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱

第 1１次名古屋市交通安全計画（概要版） 

計画期間

計画の役割



令和 2 年の交通事故の発生状況の特徴は次のとおりである。 

(1) 歩行中の死者が約 5 割を占めており、二輪車乗用中の死者が増加している。 

(2) 夜間・深夜の死亡事故が多発している。 

(3) 高齢者の死者が全体の 6 割以上を占め、そのうち約 8 割が歩行中・自転車乗用中に

事故にあっている。 

(4) 交差点及び交差点付近での死亡事故が約 8 割を占めている。 

 (５) 重傷者のうち、歩行中、自転車乗車中の事故がそれぞれ約 3 割を占めており、交差

点及び交差点付近での事故が約 8 割を占めている。 

本市の自動車保有台数は、令和２年 3 月末現在で約 130 万台となっており、そのう

ち約 7 割を自家用乗用車が占めている。 

また、運転免許人口は約 147 万人を数え、免許適齢人口の約 7 割を超えている。 

とりわけ、市内の総免許人口の 2 割近くを 65 歳以上の高齢者が占めている。 

名古屋市の交通事故統計に記録が残る昭和 22 年以降、市内の交通事故による 24

時間死者数は、昭和 36 年に 339 人を数えたが、翌年以降着実に減少に向かい、昭和

54 年には 79 人と、ほぼ 4 分の 1 となった。その後増勢し、平成元年には 152 人

に達したが、翌年から再び減少傾向に転じ、平成 28 年には過去最少となる 30 人と、

第 10 次計画の目標である死者数 35 人未満を初年度にして下回ったものの、翌年に

は増加に転じ、最終年である令和 2 年中の死者数は 42 人で、目標達成には至らなか

った。 

一方、死傷者数については、平成 17 年以降は減少傾向にあり、令和 2 年の死傷者

数は 9,386 人と、４年連続で目標を達成することができた。 

道 路 交 通 情 勢

交通事故の推移と現状 

平成 17年 

平成 28年 

死者数 30人

昭和 36年 

死者数 339人 



(1)高齢者及び子どもの安全確保 

○高齢者においては、主として歩行及び自転車等を交通手段として利用する場合の対策とと

もに、自動車を運転する場合の安全運転を支える対策等を推進する。 

○未就学児を中心に子どもが日常的に集団で移動する経路や通学路等の子どもが移動する

経路において、安心・安全な歩行空間の整備を積極的に推進する。 

(2)歩行者及び自転車の安全確保 

○横断歩行者が関係する交通事故を減少させるため、運転者には横断歩道に関する交通ルー

ルの再認識と歩行者優先の徹底を周知するなど、運転者の遵法意識の向上を図る。 

○自転車の安全で快適な自転車通行空間の確保を積極的に進める。 

(3)生活道路及び幹線道路における安全確保 

生活道路において自動車の速度抑制を図るための道路交通環境の整備を進める他、適切な

交通指導取締りの実施や安全な走行方法の普及等により、幹線道路を通行すべき自動車の生

活道路への流入を防止する対策等を推進する。

(4)交通実態等を踏まえたきめ細かな対策の推進 

第 10 次計画期間中に ETC2.0 から得られたビッグデータ等の詳細な情報に基づく分析

や専門家の知見を一層幅広く活用した対策を推進する。

(5)交差点対策の推進 

○事故の多発している箇所等について実施してきた交差点対策の効果検証に基づき、現行対

策の改善や新たな対策の導入等、より効率的・効果的な対策を関係機関と連携し実施する。

○交差点事故防止のための交通安全知識の普及、交通安全意識の向上を図る。 

(6)地域が一体となった交通安全対策の推進

○地域住民の交通安全への関心を高め、事故特性に応じた対策を実施するため、各種広報媒

体を通じた交通事故情報の提供に努める。 

○交通安全活動を支える人材の高齢化が進む中、若者を含む地域住民の交通安全活動への積

極的な参加を促す。 

(7)交通安全教育の推進

心身の発達段階やライフステージに応じた段階的かつ体系的な交通安全教育を行ってい

くため、家庭、学校、職場等において関係機関が相互に連携を図りながら協力して推進する。 

(8)自転車の安全利用促進施策の推進

○交通安全教育等を通じて自転車利用者を始めとする道路利用者の自転車に関する安全意

識の醸成を図る。 

○自転車の安全利用を促進するため、すべての年齢層へのヘルメット着用や自転車の点

検・整備、損害賠償保険等への加入等について積極的に啓発を実施する。 

(9)先端技術の活用推進 

○安全運転を支援するシステムや自動運転等の先端技術の普及啓発に取り組む。

①道路交通環境の整備 ②交通安全思想の普及徹底 ③安全運転の確保 ④車両の安全性

の確保 ⑤道路交通秩序の維持 ⑥救助・救急活動の充実 ⑦被害者支援の充実と推進

⑧研究開発及び調査研究の充実といった８つの柱により、交通安全対策を実施する。

今後の道路交通安全対策を考える視点

講じようとする施策



第１１次計画の施策の大綱 

交
通
事
故
の
な
い
社
会
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目
指
す

【対策を考える視点】

【講じようとする施策】

○生活道路における交通安全対策の推進
○通学路等における交通安全の確保 
○高齢者、障害者等の安全に資する歩行空間等の整備 
○高速道路の更なる活用促進による生活道路との機能分化 
○幹線道路における交通安全対策の推進 
○歩行者・自転車対策及び生活道路対策の推進 
○幹線道路対策の推進 
○高度道路交通システム(ＩＴＳ)の推進による安全で快適な道路交

通環境の実現 
○高齢者等の移動手段の確保・充実※ 
○無電柱化の推進
○自転車利用環境の総合的整備 
○高度道路交通システム(ＩＴＳ)の活用 
○災害に備えた道路交通環境の整備 
○道路交通情報の充実 

○幼児に対する交通安全教育
○小学生に対する交通安全教育 
○高齢者に対する交通安全教育 
○交通安全市民運動の推進 
○横断歩行者の安全確保※ 
○交差点事故を防止するための啓発活動等の推進 
○自転車の安全利用の推進 
○後部座席を含めた全ての座席におけるシートベルトの正しい着用

の徹底 
○反射材用品等の普及促進 
○飲酒運転の根絶に向けた交通安全教育及び広報啓発活動等の推進 
○交通死亡事故多発時における緊急対策※ 
○交通の安全に関する民間団体等の主体的活動の推進等 
○地域における交通安全活動への参加・協働の推進

○妨害運転等の悪質・危険な運転者に対する処分者講習での再教養※
○高齢運転者対策の充実 
○超高齢社会におけるユニバーサルサービス連携強化を踏まえた事

故の防止対策※

○高齢運転者による事故が相次いで発生している状況を踏まえた安
全対策の推進※ 

○自動運転車の安全対策・活用の推進※
○自転車の安全性の確保

○一般道路における効果的な指導取締りの強化等
○自動運転車の事故に関する原因究明に向けた取組の推進※ 

○自動体外式除細動器(ＡＥＤ)の使用も含めた心肺蘇生法等の応急
手当の普及啓発活動の推進 

○緊急通報システム(ＨＥＬＰ)・事故自動通報システム(ＡＣＮ)の 
整備※ 

○自動車事故被害者等に対する援助措置の充実

○高度道路交通システム(ＩＴＳ)に関する研究開発の推進
○車両の安全に関する研究の推進※ 
○道路交通事故原因の総合的な調査研究の充実強化

重点施策及び新規施策【 ※：新規施策 】

1 生活道路等における人優先の安心・安全な歩行空間の整備 
2 高速道路の更なる活用促進による生活道路との機能分化 
3 幹線道路における交通安全対策の推進 
4 交通安全施設等の整備事業の推進 
5 高齢者等の移動手段の確保・充実 
6 歩行者空間のユニバーサルデザイン化 
7 無電柱化の推進 
8 効果的な交通規制の推進 
9 自転車利用環境の総合的整備 

10 高度道路交通システムの活用 
11 交通需要マネジメントの推進 
12 災害に備えた道路交通環境の整備 
13 総合的な駐車対策の推進 
14 道路交通情報の充実 
15 交通安全に寄与する道路交通環境の整備 
16 踏切道における交通の安全 

8 研究開発及び調査研究 

の充実 

7 被害者支援の充実と推進 

6 救助・救急活動の充実 

5 道路交通秩序の維持 

4 車両の安全性の確保 

3 安全運転の確保 

2 交通安全思想の普及徹底 

1 道路交通環境の整備 

８つの柱

1 段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 
2 効果的な交通安全教育の推進 
3 交通安全に関する普及啓発活動の推進 
4 交通安全に関する民間団体等の主体的活動の推進等 
5 地域における交通安全活動への参加・協働の推進 

1 交通の指導取締りの強化等 
2 交通事故事件等に係る適正かつ緻密な捜査の一層の推進 
3 暴走族等対策の推進 

1 運転者教育等の充実 
2 運転免許制度の改善 
3 安全運転管理の推進 
4 事業用自動車の安全プラン等に基づく安全対策の推進 
5 交通労働災害の防止等

1 車両の安全性に関する基準等の改善の推進 
2 自動運転車の安全対策・活用の推進 
3 自動車アセスメント情報の提供等 
4 自動車の検査及び点検整備の充実 
5 リコール制度の充実・強化 
6 自転車の安全性の確保 

1 救助・救急体制の整備 
2 救急医療体制の整備 
3 救急関係機関の協力関係の確保等 

1 無保険（無共済）車両対策の徹底 
2 損害賠償の請求についての援助等 
3 交通事故被害者支援の充実強化 

1 道路交通の安全に関する研究開発の推進 
2 道路交通事故原因の総合的な調査研究の充実強化 

(1) 高齢者及び子どもの安全確保 

(2) 歩行者及び自転車の安全確保 

(3) 生活道路及び幹線道路におけ

る安全確保 

(4) 交通実態等を踏まえたきめ細

やかな対策の推進 

(5) 交差点対策の推進 

(6) 地域が一体となった交通安全

対策の推進 

(7) 交通安全教育の推進 

(8) 自転車の安全利用促進施策の

推進 

(9) 先端技術の活用推進 


